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No.  ペ ー ジ  箇 所 ・ 意 見  事 務 局 の 考 え （ 計 画 へ の 反 映 に つ い て ）  

西 脇 市 地 域 防 災 計 画  第 ２ 編  火 災 予 防 計 画  

１   計 画 の 理 解 を 容 易 に す る た め 、 「 災 害

時 要 援 護 者 」 と 「 要 配 慮 」 が 同 義 で あ

れ ば 、 ど ち ら か の 用 語 に 統 一 し て も よ

い の で は 。  

災 害 対 策 基 本 法 で は 、 災 害 時 の 弱 者 と し て 「 要 配 慮 者 」 を 定 義 し て い

ま す 。  

西 脇 市 で は 、 「 災 害 時 要 援 護 者 」 が 一 般 的 で あ る こ と か ら 、 地 域 防 災  

計 画 で も 「 災 害 時 要 援 護 者 」 を 基 本 的 に 使 用 し て い ま す 。 「 要 配 慮 者 」  

は 、 避 難 確 保 計 画 と の 整 合 性 か ら 「 要 配 慮 者 利 用 施 設 」 で の み 使 用 し

て い ま す 。  

計 画 中 に 「 災 害 時 要 援 護 者 」 と 「 要 配 慮 者 」 は 、 同 義 で あ る こ と を 記

載 し て お り ま す 。 今 後 は 、 兵 庫 県 地 域 防 災 計 画 の 修 正 や 、 西 脇 市 で の

用 語 の 使 用 状 況 を 考 慮 し な が ら 、 用 語 を 要 配 慮 者 に 統 一 す る か 、 「 要

配 慮 者 （ 災 害 時 要 援 護 者 ） 」 の よ う に 併 記 す る 形 を 検 討 し ま す 。  

２  61 第 １ 章  災 害 応 急 対 策 に 係 る 備 え の 充

実 ・ 第 15節  災 害 時 要 援 護 者 支 援 対 策

の 強 化 ・ ３  災 害 時 要 援 護 者 の 日 常 的

把 握  

 

新 た に 追 記 す る 「 ⑶  個 別 避 難 計 画 作

成 を は じ め と す る 地 域 に お け る 避 難 支

援 体 制 の 整 備 」 の 内 容 が 、 既 存 の 「 ⑴  

市 内 部 で の 把 握 」 と 「 ⑵  地 域 内 で の

把 握 」 の 内 容 と 重 複 し て い る た め 、 ⑴

と ⑵ の 記 述 を 削 除 し て も よ い の で は 。  

 

 

ご 指 摘 に 従 い 、 既 存 の 「 ⑴  市 内 部 で の 把 握 」 と 「 ⑵  地 域 内 で の 把

握 」 を 削 除 し 、 追 記 し た 「 ⑶  個 別 避 難 計 画 作 成 を は じ め と す る 地 域

に お け る 避 難 支 援 体 制 の 整 備 」 の 内 容 に 統 一 し ま す 。  
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No.  ペ ー ジ  箇 所 ・ 意 見  事 務 局 の 考 え （ 計 画 へ の 反 映 に つ い て ）  

３  72 第 ２ 章  市 民 参 加 に よ る 地 域 防 災 力 の

向 上 ・ 第 １ 節  防 災 に 関 す る 学 習 等 の

充 実 ・ 第 ２  普 及 内 容 ・ ⑶  災 害 に 関

す る 日 頃 の 心 得  

 

追 記 事 項 の 「 ⑥  避 難 行 動 へ の 負 担 感  

… 」 、 「 ⑦  避 難 の 方 法 … 」 の 記 述 は 、  

箇 条 書 き の 方 が 分 か り や す い の で は な  

い か 。 「 ⑶  災 害 に 関 す る 日 頃 の 心 得 」  

の 既 存 の 箇 所 は 、 簡 潔 な 箇 条 書 き と な

っ て い る 。  

ご 指 摘 に 従 い 、 次 の と お り 修 正 し ま す 。  

 

⑥  避 難 行 動 へ の 妨 げ と な る 心 理 状 態 の 認 識  

 ・  避 難 行 動 へ の 負 担 感  

 ・  こ れ ま で の 経 験 等 の み に 照 ら し た 危 険 性 の 判 断  

 ・  自 身 は 被 害 に あ わ な い と い う 思 い 込 み （ 正 常 性 バ イ ア ス ）  

⑦  避 難 方 法 の 確 認 等  

 ・  マ イ 避 難 カ ー ド の 作 成  

 ・  警 戒 レ ベ ル に 応 じ た 避 難 の タ イ ミ ン グ や 安 全 な 避 難 路 の 確 認  

 ・  緊 急 避 難 場 所 及 び 安 全 な 親 戚 宅 ・ ホ テ ル ・ 自 宅 等 の 多 様 な 避 難

場 所 の 確 認  

 ・  自 身 の 置 か れ た 状 況 に 即 し た 適 切 な 避 難 行 動 の 選 択 （ 立 退 き 避

難 、 屋 内 安 全 確 保 、 緊 急 安 全 確 保 ）  

 ・  居 住 す る 市 町 内 で の 避 難 が 困 難 な 場 合 の 広 域 避 難 等 の 確 認  

 ・  避 難 の 必 要 性 の 確 認 （ 安 全 な 場 所 に い る 人 ま で 避 難 場 所 に 行 く

必 要 が な い こ と ）  
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No.  ペ ー ジ  箇 所 ・ 意 見  事 務 局 の 考 え （ 計 画 へ の 反 映 に つ い て ）  

西 脇 市 地 域 防 災 計 画  第 ３ 編  災 害 応 急 対 策 計 画 （ 風 水 害 対 策 編 ）  

４  167 第 ３ 章  円 滑 な 災 害 応 急 活 動 の 展 開 ・

第 ４ 節  避 難 対 策 ・ 第 １  高 齢 者 等 避

難 、 避 難 指 示 、 緊 急 安 全 確 保 ・ １  高

齢 者 等 避 難 、 避 難 指 示  

 

緊 急 安 全 確 保 の 記 述 も 追 加 し て は ど う

か 。  

ご 指 摘 に 従 い 、 緊 急 安 全 確 保 の 記 述 も 追 加 し ま す 。  

な お 、 震 災 対 策 編 、 大 規 模 事 故 災 害 等 対 策 編 も 同 様 に 修 正 し て お り ま

す 。  

 

１  高 齢 者 等 避 難 、 避 難 指 示 、 緊 急 安 全 確 保  

  市 民 の 迅 速 か つ 円 滑 な 避 難 を 実 現 す る た め 、 消 防 、 警 察 、 自 治 会 、  

 自 主 防 災 会 、 民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 等 の 協 力 を 得 て 避 難 行 動 を 行 う 。  

  特 に 高 齢 化 の 進 展 等 を 踏 ま え 高 齢 者 等 の 災 害 時 要 援 護 者 の 避 難 支

援 対 策 を 構 築 す る 必 要 が あ る 。 こ の た め 、 避 難 指 示 の 前 に 、 市 民 に

対 し て 避 難 準 備 を 呼 び か け る と と も に 、 避 難 行 動 に 時 間 を 要 す る 高

齢 者 等 に 対 し て 、 早 め の 段 階 で 避 難 を 開 始 す る こ と を 求 め る 高 齢 者

等 避 難 を 伝 達 し 、 そ の 避 難 行 動 を 支 援 す る ｡ 

  ま た 、 災 害 が 実 際 に 発 生 し て い る こ と を 把 握 し た 場 合 は 、 可 能 な

範 囲 で 緊 急 安 全 確 保 を 発 令 し 、 市 民 に 命 を 守 る た め の 最 善 の 行 動 を

求 め る 。  
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No.  ペ ー ジ  箇 所 ・ 意 見  事 務 局 の 考 え （ 計 画 へ の 反 映 に つ い て ）  

５  169-

172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ３ 章  円 滑 な 災 害 応 急 活 動 の 展 開 ・

第 ４ 節  避 難 対 策  

 

避 難 勧 告 と 避 難 指 示 （ 緊 急 ） を １ 本 化

し た 避 難 指 示 に つ い て 、 そ の 実 施 の 基

準 や 発 令 の 目 安 は 、 旧 の 避 難 勧 告 の 内

容 で い い の で は 。 旧 の 避 難 勧 告 の 基 準

が 、 現 在 の 避 難 指 示 の 基 準 と な る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご 指 摘 に 従 い 、 旧 の 避 難 勧 告 を 基 準 と す る 内 容 に 修 正 し ま す 。  

な お 、 震 災 対 策 編 、 大 規 模 事 故 災 害 等 対 策 編 も 同 様 に 修 正 し て お り ま

す 。  

２  実 施 基 準  

■ 避 難 の 実 施 基 準  

種別 条件 

避 難 指 示  ① 当 該 地 域 又 は 土 地 建 物 等 に 災 害 が 発 生 す る お そ れ が

あ る と き 。  

② 状 況 が 更 に 悪 化 し 、 避 難 す べ き 時 期 が 切 迫 し た 場 合

又 は 災 害 が 発 生 し 、 現 場 に 残 留 者 が あ る と き 。  

②  (1)洪 水 、  (2)土 砂 災 害 に 定 め る 発 令 の 目 安 （ 別 表 ）

に 達 し 、 災 害 が 発 生 す る お そ れ が あ る と き 。  

⑴  洪 水  

■ 避 難 指 示 等 の 発 令 の 目 安 （ 洪 水 ）  

種 類   河 川 水 位 の 観 測 が 行 わ

れ て い る が 、 予 測 は 行 わ

れ て い な い 河 川  

（ 水 位 情 報 周 知 河 川 等 ）  

 河 川 水 位 の 観 測 と 予 測 が 行

わ れ て い な い 河 川  

避 難 指 示  

 

 氾 濫 危 険 水 位 （ 特 別 警

戒 水 位 ） に 到 達 し 、 更 に

水 位 が 上 昇 す る お そ れ が

あ る と き 。  

 堤 防 高 に 水 位 が 到 達 す る お

そ れ が あ る と き 。  

 近隣で浸水が拡大している

とき。  

 河 川 管 理 施 設 の 異 常 （ 漏 水 等 ） を 確 認 し た と き 。  

 河 川 管 理 施 設 の 決 壊 、

大 規 模 異 常 （ 亀 裂 、 大 き

な 漏 水 等 ） 、 越 水 を 確 認

し た と き 。  

 堤 防 高 に 水 位 が 到 達 し た と

き 。  

 近 隣 で 浸 水 が 床 上 に 及 ん で

い る と き 。  
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No.  ペ ー ジ  箇 所 ・ 意 見  事 務 局 の 考 え （ 計 画 へ の 反 映 に つ い て ）  

169-

172 

第 ３ 章  円 滑 な 災 害 応 急 活 動 の 展 開  

第 ４ 節  避 難 対 策  

 

避 難 勧 告 と 避 難 指 示 （ 緊 急 ） を １ 本 化

し た 避 難 指 示 に つ い て 、 そ の 実 施 の 基

準 や 発 令 の 目 安 は 、 旧 の 避 難 勧 告 の 内

容 で い い の で は ？ 旧 の 避 難 勧 告 の 基 準

が 、 現 在 の 避 難 指 示 の 基 準 と な る 。  

 

３  避 難 情 報 の 伝 達  

種 類  発 令 の 意 図  市 民 等 に 求 め る 避 難 行 動  

避 難 指

示  

【 警 戒

レ ベ ル

４ 】  

 災 害 に よ り

被 害 が 発 生 す

る 危 険 性 が 高

ま り 、 市 民 に

避 難 の 開 始 を

求 め る 。  

○ 対 象 地 区 の 市 民 は 、 近 所 の 人 に も 声 を

か け て 、 複 数 で 避 難 を 開 始 す る 。  

○ 対 象 地 区 の 市 民 は 、 直 ち に 避 難 を 完 了

す る 。  

○ 避 難 所 ま で 移 動 で き な い 場 合 は 、 自 宅

又 は 近 く の 高 い 場 所 に 移 動 す る 。  

○ 対 象 地 区 以 外 の 市 民 は 、 周 り の 状 況 に

よ り 自 主 避 難 す る 。  

 災 害 に よ り

被 害 が 発 生 す

る 危 険 性 が 更

に 高 ま り 、 市

民 に 避 難 の 完

了 を 求 め る 。  

○ 対 象 地 区 の 市 民 は 、 直 ち に 避 難 を 完 了

す る 。  

○ 避 難 所 ま で 移 動 で き な い 場 合 は 、 自 宅

又 は 近 く の 高 い 場 所 に 移 動 す る 。  

 

６  206 第 ３ 章  円 滑 な 災 害 応 急 活 動 の 展 開 ・

第 12節  廃 棄 物 対 策 ・ 第 ３  が れ き 処

理 対 策 ・ ２  が れ き 処 理 の 実 施 方 法  

 

空 家 の 対 策 に つ い て 、 市 の 対 応 に 即 し

た 記 述 に し て は ど う か 。  

関 係 課 と 協 議 し た 結 果 、 次 の と お り 修 正 し ま す 。  

な お 、 震 災 対 策 編 も 同 様 に 修 正 し て お り ま す 。  

 

⑷  そ の 他  

  市 （ 建 設 水 道 部 ） は 、 災 害 時 に 、 適 切 な 管 理 の な さ れ て い な い 空

家 等 に 対 し 、 緊 急 に 安 全 を 確 保 す る た め の 対 応 必 要 最 小 限 の 措 置 と

し て 、 必 要 に 応 じ て 、 外 壁 等 の 飛 散 の お そ れ の あ る 部 分 や 、 応 急 措

置 の 支 障 と な る 空 家 等 の 全 部 又 は 一 部 の 除 却 等 の 措 置 を 行 う も の と

す る 。  
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No.  ペ ー ジ  箇 所 ・ 意 見  事 務 局 の 考 え （ 計 画 へ の 反 映 に つ い て ）  

西 脇 市 地 域 防 災 計 画  第 ４ 編  災 害 応 急 対 策 計 画 （ 震 災 対 策 編 ）  

７  241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２ 章  迅 速 な 災 害 応 急 活 動 体 制 の 確

立 ・ 第 １ 節  組 織 の 設 置 ・ 第 ２  災 害

対 策 本 部 ・ １  災 害 対 策 本 部 の 設 置 基

準  

 

災 害 対 策 本 部 の 設 置 基 準 で 追 加 し た  

「 ⑶  南 海 ト ラ フ 地 震 臨 時 情 報 が 発 表

さ れ 、 総 合 的 な 応 急 対 策 が 必 要 で あ る

と き 。 」 は 、 第 １ 号 配 備 と の 整 合 性 か

ら 、 災 害 警 戒 本 部 の 設 置 基 準 に 追 加 す

る こ と が 適 当 で は 。 ま た 、 南 海 ト ラ フ

地 震 臨 時 情 報 に も 複 数 の 基 準 が あ る の

で 、 ど の 南 海 ト ラ フ 地 震 臨 時 情 報 で 設

置 基 準 に す る の か 明 確 に す べ き 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指 摘 箇 所 の 「 南 海 ト ラ フ 地 震 臨 時 情 報 が … 」 は 、 第 １ 号 配 備 の 基 準 に

も 追 加 し て お り ま す 。 西 脇 市 地 域 防 災 計 画 で は 、 第 １ 号 配 備 時 の 体 制

は 、 災 害 警 戒 本 部 と な り ま す の で 、 当 該 事 項 は 災 害 警 戒 本 部 の 設 置 基

準 に 修 正 し ま す 。 ま た 、 南 海 ト ラ フ 地 震 臨 時 情 報 （ 巨 大 地 震 警 戒 又 は

巨 大 地 震 注 意 ） が 発 表 さ れ た 時 を 設 置 基 準 と し ま す 。  

 

１  災 害 警 戒 本 部 の 設 置 基 準  

⑴  市 域 で 震 度 ４ の 地 震 を 観 測 し た と き 。 （ 自 動 設 置 ）  

⑵  市 域 周 辺 で 継 続 し て 地 震 が 多 発 し 、 市 民 の 間 で 不 安 が 生 じ 、 災 害

対 応 に 備 え る た め 必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き 。  

⑶  南 海 ト ラ フ 地 震 臨 時 情 報 （ 巨 大 地 震 警 戒 又 は 巨 大 地 震 注 意 ） が 発

表 さ れ 、 総 合 的 な 応 急 対 策 が 必 要 で あ る と き 。  

⑷  そ の 他 、 防 災 対 策 の 推 進 を 図 る た め 、 本 部 長 が 特 に 必 要 と 認 め る

と き 。  

 

１  災 害 対 策 本 部 の 設 置 基 準  

⑴  市 域 に 震 度 ５ 弱 以 上 の 地 震 が 発 生 し た と き 。 （ 自 動 設 置 ）  

⑵  市 域 に 震 度 ４ 以 下 の 地 震 を 観 測 し 、 被 害 の 状 況 を 勘 案 し 総 合 的 な

応 急 対 策 を 必 要 と す る と き 。  

⑶  南 海 ト ラ フ 地 震 臨 時 情 報 が 発 表 さ れ 、 総 合 的 な 応 急 対 策 が 必 要 で

あ る と き 。  

⑶  そ の 他 二 次 災 害 が 発 生 し 、 又 は 発 生 す る お そ れ が あ る 場 合 で あ っ

て 、 特 に そ の 対 策 又 は 防 災 対 策 の 推 進 を 図 る 必 要 が あ る と き 。  
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No.  ペ ー ジ  箇 所 ・ 意 見  事 務 局 の 考 え （ 計 画 へ の 反 映 に つ い て ）  

241 第 ２ 章  迅 速 な 災 害 応 急 活 動 体 制 の 確

立 ・ 第 １ 節  組 織 の 設 置 ・ 第 ２  災 害

対 策 本 部 ・ １  災 害 対 策 本 部 の 設 置 基

準  

 

災 害 対 策 本 部 の 設 置 基 準 で 追 加 し た  

「 ⑶  南 海 ト ラ フ 地 震 臨 時 情 報 が 発 表

さ れ 、 総 合 的 な 応 急 対 策 が 必 要 で あ る

と き 。 」 は 、 第 １ 号 配 備 と の 整 合 性 か

ら 、 災 害 警 戒 本 部 の 設 置 基 準 に 追 加 す

る こ と が 適 当 で は 。 ま た 、 南 海 ト ラ フ

地 震 臨 時 情 報 に も 複 数 の 基 準 が あ る の

で 、 ど の 南 海 ト ラ フ 地 震 臨 時 情 報 で 設

置 基 準 に す る の か 明 確 に す べ き 。  

第 １  非 常 配 備 態 勢  

１  態 勢 区 分  

態勢区分 配備時期 態勢の内容 

第１号 

配備態勢 

(1) 震度４の地震が発生したとき。（自動配

備） 

(2) 市 域 周 辺 で 継 続 し て 地 震 が 多

発 し 、 市 民 の 間 で 不 安 が 生 じ 、

災 害 対 応 に 備 え る た め 必 要 が あ

る と 認 め ら れ る と き 。  

(3) 南 海 ト ラ フ 地 震 臨 時 情 報 （ 巨

大 地 震 警 戒 又 は 巨 大 地 震 注 意 ）

が 発 表 さ れ 、 総 合 的 な 応 急 対 策

が 必 要 で あ る と き 。  

(4) そ の 他 、 防 災 対 策 の 推 進 を 図

る た め 、 本 部 長 が 特 に 必 要 と 認

め る と き 。  

各部あらかじめ定められ

た職員で、主として情報

収集・警戒に当たり、事

態の推移によっては、小

規模な活動ができる態勢

［その他、自宅待機］ 

 

 


